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ま え が き

近年､ サービス経済化､ 情報化による産業構造の変化を背景に､ 企業の長期雇用慣行や年

功的賃金体系に関する意識は変化し､ 能力・成果主義を志向した賃金制度の導入など､ 人事

管理面の個別化が進んでいる｡ 一方､ 労働者については､ 非正規雇用で働く労働者の増大や､

仕事と生活の調和を求める意識の高まりなど､ 就業形態・就業意識が多様化している｡

このように､ 労働契約を取り巻く状況が大きく変化している中で､ 個々の労働契約の権利

義務関係をめぐる紛争が増加する傾向にあり､ 主に判例法理によって形成されている現行の

労働契約に関するルールが必ずしも明確となっていない場合があるのではないか､ あるいは

現実の変化に十分対応できていないのではないかとの議論がなされている｡

当機構では､ 厚生労働省からの要請により､ 採用､ 出向､ 解雇など労働契約をめぐる実態

を明らかにすることを目的に､ 2004年10月～12月にかけて､ アンケート調査 (企業調査) を

実施した｡ 調査事項が多岐にわたることから､ 調査事項間の関連が比較的強いと考えられる

労働契約の成立・終了部分と労働契約の展開部分に二分割してアンケート調査を行った｡ 本

報告書は､ 労働契約の成立・終了部分についての調査結果を取りまとめたものである｡

本報告書が､ 今後の労働契約法制のあり方に関する議論に資することができれば幸いであ

る｡

最後に､ 本調査の実施にあたっては､ 荒木尚志・東京大学大学院法学政治学研究科教授､

山川隆一・慶應義塾大学大学院法務研究科教授よりご助言をいただいた｡ この場を借りて､

心より感謝申し上げたい｡

2005年５月

労働政策研究・研修機構

理事長 小野 旭
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第１章 ｢従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査－労働契約をめぐる実態

に関する調査 (Ⅰ) －｣ の概要

第１節 調査の目的

近年､ 産業構造の変化の中で､ 企業の人事管理に関する意識が変化し､ 人事管理の個別化・

多様化等､ さらには就業形態や就業意識の多様化が進む中で､ 労働者が納得・安心して働く

ことができる環境作りや今後の良好な労使関係の形成に資するとの観点から､ 労働契約に関

するルールの整理・整備を行い､ その明確化を図ることの必要性が指摘されており､ 厚生労

働省においても今後の労働契約法制の在り方について包括的な検討が行われている｡

このため､ 本調査は､ 労働契約の成立から展開､ 終了に至るまでの各場面における労働契

約をめぐる実態を調査することにより､ 今後の労働契約法制の在り方に関する議論に資する

ことを目的として､ 実施したものである｡

なお､ 本調査は､ 厚生労働省からの研究要請に基づき､ 実施したものである｡

第２節 調査方法

１. 調査の分割

本調査は､ 労働契約の成立から展開､ 終了に至るまでの労働契約をめぐる実態を調査しよ

うとするものであり､ 調査事項が多岐にわたることから､ 調査事項間の関連が比較的強いと

考えられる労働契約の成立及び終了に係る事項とそれ以外の労働契約の展開に係る事項の２

回に分割して､ 調査を実施することとした｡

Ⅰ ｢従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査｣ (平成16年10月実施)

Ⅱ ｢労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査｣ (平成16年11月実施)

本報告書は､ Ⅰの労働契約の成立及び終了に係る ｢従業員関係の枠組みと採用・退職に関

する実態調査｣ の結果を取りまとめたものである｡

２. 調査対象

東京商工リサーチの企業データベースから､ 産業別 (11区分)・従業員規模別 (５区分)

に単純無作為抽出した全国の従業員規模10人以上の企業10,000社 (農林漁業に属する企業を

除く｡)

３. 調査方法

郵送配布､ 郵送回収

４. 実施期間

2004年10月12日～10月27日

－ －1



５. 回収数及び回収率

有効回答票 2765社 (有効回答率 27.7％)

６. 結果の集計

回収された調査票のデータは､ 産業別・規模別に全国の企業数 (総務庁統計局 『平成13年

事業所・企業統計調査』 結果を利用) に一致するように復元を行った｡ 産業別・規模別の調

査票配布数､ 有効回収数とウェイト値､ 復元された企業数は､ 図表１-１のとおりである｡

７. 統計利用上の注意

� 該当する事項が０の場合 ｢－｣ で表示した｡

� 企業抽出率の逆数を乗じて母集団に復元したものを調査結果として表章している｡ なお､

四捨五入の関係で百分比の合計が100.0にならない場合もある｡

� 報告書掲載の図表に示されている ｢n｣ は､ 原数値であり､ 復元する前の数値である｡

� 報告書掲載統計表の数値は､ 表章単位未満を四捨五入した結果である｡ なお､ 四捨五入

の結果､ 表章単位に満たない場合は､ ｢0.0｣ と表示してある｡

� ｢複数回答｣ の表示のある統計表は､ ２つ以上の複数回答のため百分比は合計すると

100.0を超える場合がある｡

第３節 回答企業の属性

回答企業の産業区分､ 従業員規模､ 会社設立年､ 事業所の展開､ 資本関係､ 業況､ 従業員

構成などの属性は､ 次の図表１-２､ 図表１-３､ 図表１-４､ 図表１-５､ 図表１-６､ 図表

１-７､ 図表１-８､ 図表１-９､ 図表１-10のとおり｡

－ －2



－
－

3



－ －4



－ －5



第２章 企業と従業員との関係をめぐる枠組みについて

第１節 労働組合について

１. 労働組合の有無

労働組合の有無については､ ｢ない｣ とした企業が90.6％であるのに対して､ ｢ある｣ とし

た企業は9.4％となっている (図表２-１､ 付属統計表第10表)｡

また､ 労働組合が ｢ある｣ と回答した企業のうち､ 労働組合が ｢一つ｣ とした企業が88.4

％であるのに対して､ ｢二つ以上｣ の複数の労働組合があるとした企業は5.1％となっている

(図表２-２､ 付属統計表第11表)｡

－ －6

n=2765

n=960



２. 企業における過半数労働組合の有無

労働組合が ｢ある｣ とした企業を対象に､ 従業員の過半数を組織している労働組合の有無

を尋ねたところ､ ｢ある｣ とした企業が70.3％であるのに対し､ ｢ない｣ とした企業は20.2％

となっている (図表２-３､ 付属統計表第12表)｡

－ －7

n=960



３. 事業所ごとの過半数労働組合の状況

事業所ごとにみて､ 従業員の過半数を組織している労働組合がどの程度あるかについては､

｢すべての事業所で｣ とした企業が54.9％､ ｢そうした事業所はない｣ が14.9％､ ｢多くの事業

所で｣ が7.2％､ ｢そうした事業所は少ない｣ が6.0％となっている (図表２-４､ 付属統計表

第13表)｡

－ －8

n=960



４. 労働協約の有無

労働組合がある企業のうち､ 労働協約を締結しているとする企業が79.8％となっているの

に対し､ 締結していないとする企業は17.1％となっている｡

労働協約締結の有無を規模別にみると､ おおむね規模が大きくなるほど締結している割合

が高くなっている (図表２-５､ 付属統計表第14表)｡

労働組合と労働協約を締結している企業に対して､ 労働協約を締結している事項を尋ねた

ところ､ ｢労働時間関係｣ とする企業が92.2％と最も多く､ 次いで､ ｢賃金関係｣ ｢労働組合

員の範囲｣ がそれぞれ76.0％､ 75.9％と７割台で続き､ ｢安全衛生関係｣ ｢福利厚生関係｣ は

62.9％､ 62.5％と､ ともに６割台の回答となっている｡ また､ ｢解雇・人員整理関係｣ ｢配置

転換・出向・転籍｣ ｢紛争解決ルール｣ は､ それぞれ56.4％､ 52.7％､ 49.4％となっている

(図表２-６､ 付属統計表第15表)｡

－ －9

n=960



－ －10

n=847



５. 労働組合員の範囲

労働組合員の範囲については､ ｢一般の正規従業員｣ を含む企業が90.7％､ ｢係長クラスの

正規従業員｣ を含む企業67.0％となっているのに対して､ 管理職層についても ｢課長クラス

の管理職｣ を含む企業が12.3％､ ｢部長クラスの管理職｣ を含む企業が1.8％となっている｡

一方､ 非正規従業員については､ ｢パートタイマー｣ ｢その他の非正規従業員｣ を組合員の範

囲に含んでいる企業は､ それぞれ4.0％､ 4.8％となっており､ 非正規従業員を組合員の範囲

に含んでいる企業は圧倒的に少数となっている (図表２-７､ 付属統計表第16表)｡

－ －11

n=960



第２節 労使協議機関について

１. 労使協議機関の有無

労働組合との団体交渉以外で､ 経営者側と従業員の代表者とが協議・意見交換する常設の

場・会議 (以下 ｢労使協議機関｣ という｡) が設けられているか否かについては､ ｢設定され

ている｣ とする企業が29.3％となっている｡ また､ ｢設定されていないが必要はある｣ とす

る企業は10.6％となっている｡

労使協議機関の設置を規模別にみると､ 設置している割合は規模が大きいほど高く､

｢1000人以上｣ では73.9％､ ｢300～999人｣ で57.1％､ ｢100～299人｣ で42.5％､ ｢50～99人｣

は32.2％､ ｢50人未満｣ は26.8％となっている｡ また､ 現在は設置されていない企業でも､ 設

置済みの多い ｢1000人以上｣ 規模を除き､ すべての規模階層で１割強のところが ｢設定され

ていないが､ 必要はある｣ としている｡

また､ 労働組合の有無別で､ 労使協議機関を設置している割合をみると､ 労働組合のある

企業で67.5％となっているのに対して､ 労働組合のない企業では25.3％となっている (図表

２-８､ 付属統計表第17表)｡

－ －12

n=2765



２. 労使協議機関の設置単位

労使協議機関を設けているとする企業に､ その設置単位を尋ねたところ､ ｢企業全体で｣

設けているところが73.1％となっているのに対し､ ｢事業所単位で｣ ｢職場単位で｣ との回答

は､ それぞれ11.9％､ 12.2％となっている (図表２-９､ 付属統計表第18表)｡

－ －13

n=1215



３. 労使協議機関の招集主体

労使協議機関を設けている企業に対して､ 労使のどちらが､ 労使協議機関を招集するかを

尋ねたところ､ ｢労使いずれも招集できる｣ とする企業が45.7％と最も多く､ 次いで ｢常に

使用者側が招集する｣ が36.3％､ ｢労使連名 (労使の合意) で招集する｣ が12.2％､ ｢常に労

働者側が招集する｣ が0.5％となっている｡

規模別でみると､ 規模が小さいほど ｢常に使用者側が招集する｣ とする企業の割合が高く

なっており､ ｢50人未満｣ では40.8％､ ｢50～99人｣ では28.4％､ ｢100～299人｣ では22.3％､

｢300～999人｣ では19.8％､ ｢1000人以上｣ では12.4％となっている｡ 逆に､ 規模が大きいほ

ど､ ｢労使連名 (労使の合意) で招集する｣ ｢労使いずれも招集できる｣ の割合が高くなって

いる｡

労働組合の有無別に､ 労使協議機関を招集する主体のあり方をみると､ 労働組合のある企

業では､ ｢労使いずれも招集できる｣ が65.8％と高い割合を示し､ ｢常に使用者側が招集する｣

は11.1％と低くなっている｡ 一方､ 労働組合のない企業では､ ｢常に使用者側が招集する｣

が43.3％と最も多くなっている｡ 単独で過半数を組織する労働組合がある場合は､ この傾向

がさらに顕著で､ ｢労使いずれも招集できる｣ とするところが72.3％であり､ ｢労使連名 (労

使の合意) で招集する｣ は17.4％となっており､ ｢常に使用者側が招集する｣ は9.4％と少な

くなっている (図表２-10､ 付属統計表第19表)｡

－ －14



－ －15

n=1215



４. 労使協議機関の従業員側委員の人数

労使協議機関を設けている企業について､ 労使協議機関の従業員側委員の人数を尋ねたと

ころ､ ｢特に決まっていない｣ とする企業が23.7％と最も多くなっている｡ 人数を回答して

いるところでは､ ｢２～３人｣ が22.3％と最も多く､ ｢４～５人｣ が17.9％､ ｢６～10人｣ が

13.9％､ ｢１人｣ が10.3％､ ｢11人以上｣ が6.8％などと続いている｡

これを労働組合の有無別にみると､ 労働組合のある企業では ｢特に決まっていない｣ との

回答が9.1％となっているのに対して､ 労働組合のない企業は ｢特に決まっていない｣ が

27.8％となっている｡ なお､ 従業員側委員を ｢１人｣ と回答した企業の割合は､ ｢50人未満｣

で､ 他の規模階層よりも高くなっており､ 労働組合の有無別にみると､ 労働組合のある企業

よりも､ 労働組合のない企業で高くなっている (図表２-11､ 付属統計表第20表)｡

－ －16

n=1215



５. 労使協議機関の従業員側委員の任期

労使協議機関の従業員側委員の任期について尋ねた設問では､ ｢特に決まっていない｣ と

する企業が51.6％で最も多くなっている｡ 決まった任期を回答した中では､ ｢１年以上３年

未満｣ が24.7％と最も多くなっている｡

これを規模別にみると､ ｢特に決まっていない｣ とする割合はおおむね規模が小さくなる

ほどその割合が高くなっている｡ 労働組合の有無別にみると､ ｢特に決まっていない｣ とす

る割合は､ 労働組合のある企業では16.5％となっているのに対して､ 労働組合のない企業で

61.4％となっており､ 従業員側委員の人数の規定と同様に､ 労働組合のある企業の方が､ 労

働組合のない企業に比べて､ 任期について取り決めている割合が高くなっている (図表２-

12､ 付属統計表第21表)｡

－ －17

n=1215



６. 労使協議機関での合意内容の確認措置

労使協議機関を設けている企業について､ 労使協議機関で合意に達した場合の確認方法を

尋ねたところ､ ｢就業規則に取り込む｣ とする答えが54.6％と最も多く､ 次いで ｢書面にせ

ず､ 口頭了解｣ が26.8％､ ｢労使協議機関において覚書等の書面を作成｣ が21.7％､ ｢団体交

渉を行い､ 労働協約､ 覚書等の書面を作成｣ が16.1％､ ｢団体交渉を行わずに､ 労働協約､

覚書等の書面を作成｣ は10.1％となっている｡

この確認方法について､ 労働組合の有無別にみると､ 労働組合のない企業では､ ｢就業規

則に取り込む｣ との回答が59.0％となっており､ とくに労働組合のない企業において就業規

則が労働条件の設定に重要な役割を担っていることがうかがわれる (図表２-13､ 付属統計

表第22表)｡

－ －18

n=1215



７. 労使協議機関の協議と労働組合との団体交渉の関係

労使協議機関を設けている企業について､ 労使協議機関での協議と労働組合との団体交渉

との関係をみると､ 回答企業に労働組合のない企業が含まれているため､ ｢もともと労組が

なく､ 団体交渉がない｣ との回答が53.3％と最も多くなっているが (図表２-14､ 付属統計

表第23表)､ 労働組合のある企業についてみると､ ｢特段のルールはない｣ との回答が38.1％

で､ ｢労使協議機関で協議していても労働組合から要求されれば団体交渉に切替える｣ ｢付議

事項はあらかじめ明確に区分している｣ ｢団体交渉で扱っていても労使合意により労使協議

機関に付議することがある｣ は､ それぞれ37.3％､ 33.4％､ 31.7％となっている (図表２-15､

付属統計表第23表)｡

－ －19

n=1215

n=748



第３節 労働組合や従業員との紛争の解決について

１. 苦情処理機関・手続き

個々の従業員の不満を扱う苦情処理機関・手続きを社内に設けているかについては､ ｢設

けていない｣ とするところが78.8％と最も多く､ ｢設けている｣ は18.6％となっている｡

これを規模別にみると､ 規模が大きくなるほど社内に苦情処理機関・手続きを設けている

割合が高くなっており､ 特に ｢1000人以上｣ では67.1％となっている｡

労働組合の有無別にみると､ 苦情処理機関・手続きを ｢設けている｣ 割合は､ 労働組合の

ある企業が39.0％なのに対して､ 労働組合のない企業では16.5％に止まっている (図表２-16､

付属統計表第24表)｡

次に､ 苦情処理機関・手続きを社内に ｢設けている｣ 企業について､ どのように設置して

いるかを尋ねたところ､ ｢人事・労務担当部署に相談窓口を設置｣ しているとの答えが

65.1％と最も多く､ 次いで､ ｢従業員の代表を加えた苦情処理委員会などを設置｣ が15.8％､

｢労働組合の代表を加えた苦情処理委員会などを設置｣ が10.6％､ ｢人事・労務管理担当者等

からなる苦情処理委員会などを設置｣ が4.5％､ ｢社外の第三者を交えた苦情処理委員会など

を設置｣ が0.7％などとなっている｡ ｢その他｣ も15.2％あり､ ｢コンプライアンス室・委員会

の設置｣ ｢人事部が対応｣ ｢自己申告制度｣ ｢労組が相談窓口｣ ｢直接本人と社長が話す｣ など

があげられている (図表２-17､ 付属統計表第25表)｡

－ －20

n=2765



－ －21

n=1053



２. 労働組合との紛争における労働委員会の活用

労働組合のある企業に対して､ 労働組合との間で紛争になったとき､ 労働委員会にあっせ

んや調停､ 仲裁を求めることがあるかについて尋ねたところ､ 62.1％が ｢労働委員会の活用

は考えていない｣ とする一方で､ ｢労使間で合意はないが､ 労働委員会の活用も考えられる｣

が19.2％､ ｢労使間で､ 紛争時には労働委員会を活用する旨の合意がある｣ が10.9％となって

いる (図表２-18､ 付属統計表第26表)｡

－ －22

n=960



３. ここ５年間の個別の従業員との間の紛争解決のための外部機関の利用状況

ここ５年間において､ 個々の従業員との間で紛争が生じたとき､ 紛争解決のために外部の

機関・制度を利用したかどうか尋ねたところ､ 92.6％の企業が利用したことがないと回答し

た｡ 利用したことが ｢ある｣ と答えたのは､ 1.6％と少ない (図表２-19､ 付属統計表第27表)｡

紛争解決のために外部の機関・制度を利用したことが ｢ある｣ と回答した企業について､

利用した機関・制度を尋ねたところ､ ｢地方労働委員会によるあっせん｣ が32.5％と最も多

く､ 次いで ｢裁判所の民事裁判｣ が27.2％､ ｢地方の労働局の 『個別労働紛争解決促進法』

に基づく制度｣ が24.1％､ ｢裁判所の民事調停制度｣ が10.9％などとなっている｡ ｢地方自治

体の労政事務所などによるあっせん｣ ｢紛争の都度の合意により仲裁人を定める仲裁制度｣

は､ それぞれ5.2％､ 3.3％と少なかった｡ ｢その他｣ も16.9％あり､ 具体的には ｢弁護士など

への相談｣ ｢労働基準監督署への相談｣ などがあげられている (図表２-20､ 付属統計表第28

表)｡

－ －23

n=2765

n=147



４. 今後の個別の従業員との間の紛争解決における外部機関・制度の活用

今後､ 個別の従業員との間で紛争が生じた場合､ 紛争解決のために外部の機関・制度を活

用したいと考えているかについて尋ねたところ､ ｢わからない｣ との回答が55.5％と過半数

を占めたものの､ 33.6％の企業が ｢活用したいとは思わない｣ と回答し､ ｢活用したい｣ と

する5.2％を上回っている (図表２-21､ 付属統計表第29表)｡

次に､ 紛争解決のために外部の機関・制度を ｢活用したい｣ と回答した企業に対して､ ど

んな機関・制度を活用したいかを尋ねたところ､ ｢地方の労働局の 『個別労働紛争解決促進

法』 に基づく制度｣ が44.4％と最も多く､ 続いて ｢紛争の都度の合意により仲裁人を定める

仲裁制度｣ が17.3％､ ｢地方自治体の労政事務所などによるあっせん｣ が15.2％､ ｢地方労働

委員会によるあっせん｣ が10.7％などとなっている｡ ｢その他｣ も14.2％あり､ ｢弁護士｣ ｢社

会保険労務士｣ などがあげられている (図表２-22､ 付属統計表第30表)｡

－ －24

n=2765

n=247



第３章 従業員の採用に関する制度・慣行について

第１節 新規学卒者及び中途採用者の採用に関する制度・慣行について

１. 新規学卒者及び中途採用者の採用

１-１. 新規学卒者の採用内定時及び就業開始時に知らせる労働条件の項目と知らせる方法

新規学卒者を採用する場合の採用内定時に知らせる労働条件の項目については､ 回答企業

で､ ｢労働時間｣ (92.8％)､ ｢従事する業務｣ (91.3％)､ ｢賃金｣ (90.8％)､ ｢就業場所｣ (88.2

％)､ ｢就労開始時期｣ (83.3％) がそれぞれ８割以上であり､ 続いて､ ｢解雇・退職に関する

事項｣ が47.6％､ ｢就労開始までの研修等の内容｣ が35.1％､ ｢内定取消となる事由｣ が34.2

％となっている｡ ｢労働条件は特に知らせていない｣ は2.0％だった (図表３-１､ 付属統計

表第32表)｡

上記の労働条件の項目を知らせる方法を尋ねたところ､ ｢その他口頭で説明｣ が67.8％と

最も多く､ 次いで､ ｢労働条件を書いた説明書の配布｣ が41.2％､ ｢就業規則の配布｣ が26.8

％､ ｢研修で説明｣ が21.6％となっている (図表３-２､ 付属統計表第34表)｡

一方､ 新規学卒者が実際に就業を始める際に知らせる労働条件の項目については､ 回答企

業で､ ｢賃金｣ (93.5％)､ ｢労働時間｣ (93.4％)､ ｢就業場所｣ (92.5％)､ ｢従事する業務｣

(92.3％) がそれぞれ９割台であり､ ｢解雇・退職に関する事項｣ は71.3％となっている (図

表３-３､ 付属統計表第36表)｡

上記の労働条件の項目を知らせる方法については､ ｢その他口頭で説明｣ が55.5％と最も

多く､ 次いで､ ｢就業規則の配布｣ が49.0％､ ｢研修で説明｣ が37.1％､ ｢労働条件を書いた説

明書の配布｣ が36.8％となっている (図表３-４､ 付属統計表第38表)｡

なお､ 労働条件の項目ごとに､ 採用内定時と就業開始時にどのように知らせているかにつ

いて､ 回答企業の比較可能な企業でみると､ ｢就業場所｣ ｢従事する業務｣ ｢労働時間｣ ｢賃金｣

は､ ｢内定時および就業開始時に知らせる｣ としているのがいずれの項目も８割以上を占め

ており､ ｢内定時のみ知らせている｣ と ｢就業開始時のみ知らせる｣ はそれぞれ１割に満た

なかった｡ ｢いずれの時点でも知らせていない｣ のは､ ｢就業場所｣ が0.8％､ ｢従事する業務｣

が0.8％､ ｢労働時間｣ が0.4％､ ｢賃金｣ が0.4％となっている｡

一方､ ｢解雇・退職に関する事項｣ については､ ｢内定時のみに知らせる｣ が8.9％､ ｢内定

時及び就業開始時に知らせる｣ が38.9％､ ｢就業開始時のみに知らせる｣ が31.8％であり､

｢いずれの時点でも知らせていない｣ は20.4％あった (図表３-５､ 付属統計表第39～43表)｡

－ －25



－ －26

n=1955

n=1836

n=1935



１-２. 中途採用者の採用内定時及び就業開始時に知らせる労働条件の項目と知らせる方法

中途採用者を採用する場合の採用内定時に知らせる労働条件の項目については､ 回答企業

で､ ｢労働時間｣ (97.2％)､ ｢従事する業務｣ (97.1％)､ ｢賃金｣ (96.7％)､ ｢就業場所｣

(95.8％) がそれぞれ９割台であり､ ｢就労開始時期｣ も82.2％の企業が知らせている｡ 続い

て､ ｢解雇・退職に関する事項｣ は50.1％､ ｢内定取消となる事由｣ が25.5％､ ｢就労開始まで

の研修等の内容｣ が23.6％となっている｡ ｢労働条件は特に知らせていない｣ は0.4％だった

(図表３-６､ 付属統計表第45表)｡

上記の労働条件の項目を知らせる方法を尋ねたところ､ ｢その他口頭で説明｣ が72.8％と

最も多く､ 次いで､ ｢労働条件を書いた説明書の配布｣ が37.5％､ ｢就業規則の配布｣ が23.7

－ －27

n=1943

n=1892



％､ ｢研修で説明｣ が11.4％となっている (図表３-７､ 付属統計表第47表)｡

一方､ 中途採用者が実際に就業を始める際に知らせる労働条件の項目については､ 回答企

業で､ ｢従事する業務｣ ｢就業場所｣ ｢労働時間｣ ｢賃金｣ がそれぞれ93.6％､ 91.6％､ 91.1％､

89.1％と約９割の企業が通知しており､ ｢解雇・退職に関する事項｣ も62.0％となっている

(図表３-８､ 付属統計表49表)｡

上記の労働条件の項目を知らせる方法については､ ｢その他口頭で説明｣ が65.3％と最も

多く､ 次いで､ ｢就業規則の配布｣ が40.6％､ ｢労働条件を書いた説明書の配布｣ が34.1％､

｢研修で説明｣ が19.9％となっている (図表３-９､ 付属統計表第51表)｡

なお､ 労働条件の項目ごとに､ 採用内定時と就業開始時にどのように知らせているかにつ

いて､ 回答企業の比較可能な企業でみると､ ｢就業場所｣ ｢従事する業務｣ ｢労働時間｣ ｢賃金｣

は､ ｢内定時および就業開始時に知らせる｣ としているのがいずれの項目も９割程度を占め

ており､ ｢内定時のみ知らせている｣ が１割程度､ ｢就業開始時のみ知らせる｣ は３％程度だっ

た｡ ｢いずれの時点でも知らせていない｣ のは､ ｢就業場所｣ が1.3％､ ｢従事する業務｣ が0.1

％､ ｢労働時間｣ が0.4％､ ｢賃金｣ が0.4％となっている｡

一方､ ｢解雇・退職に関する事項｣ については､ ｢内定時のみに知らせる｣ が8.1％､ ｢内定

時及び就業開始時に知らせる｣ が40.9％､ ｢就業開始時のみに知らせる｣ が20.6％であり､

｢いずれの時点でも知らせていない｣ は30.3％あった (図表３-10､ 付属統計表第52～56表)｡

－ －28

n=2303



－ －29
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－ －30

n=2088



２. 採用時の労働条件説明が不十分なことによる従業員との間の紛争の状況

ここ５年間において､ 採用の際の労働条件の説明が不十分であったために従業員との間で

紛争が生じたとしている企業は0.9％であり､ 紛争が ｢ない｣ とする企業が91.8％となってい

る (図表３-11､ 付属統計表第57表)｡

－ －31

n=2765



３. 新規学卒者を採用する際の採用内定や内々定の制度・慣行

３-１. 採用内定の際に行うこと

新規学卒者を採用内定する際にどのようなことを行うかについては､ 回答企業で､ ｢採用

内定書を交付する｣ が77.7％と最も多く､ 次いで､ ｢採用内定者から誓約書を提出してもら

う｣ が49.3％､ ｢就業開始日を明記した労働契約書を取り交わす｣ が12.5％となっている｡

｢口頭のみで特に文書のやりとりはしない｣ は11.7％だった (図表３-12､ 付属統計表第59表)｡

３-２. 採用内定から就業開始までに行うこと

新規学卒者において､ 採用内定から就業開始までの間に何を行うかについては､ 回答企業

で､ ｢会社情報の提供など連絡を取り合う｣ が59.8％と最も多く､ 次いで､ ｢研修・実習の実

施｣ が33.3％､ ｢必読図書の提示など自己啓発の勧奨｣ が24.6％､ ｢懇談会の開催｣ が19.1％

などとなっている (図表３-13､ 付属統計表第61表)｡ ｢その他｣ は8.1％あり､ ｢入社説明会

の実施｣ ｢アルバイト｣ ｢レポート作成､ 提出｣ ｢通信教育｣ ｢健康診断｣ ｢ユニフォームサイ

ズ調査｣ ｢工場見学｣ などの記述があった｡

次に､ ｢懇談会の開催｣､ あるいは ｢研修・実習の実施｣ を選択した企業についてのみ､ 義

務的か否かを尋ねたところ､ ｢任意である｣ が47.5％､ ｢義務づけている｣ が40.1％となって

いる (図表３-14､ 付属統計表第62表)｡

－ －32

n=1921



３-３. 採用内定者側からの採用辞退の有無

新規学卒者を採用する場合の採用内定者からの採用辞退の有無を尋ねたところ､ 回答企業

で､ 採用辞退は ｢ない｣ とする企業は39.6％で､ 何らかの形で採用辞退があるとしている企

業 (｢よくある｣ ｢たまにある｣ ｢ほとんどない｣ の合計｡) は約６割を占めた｡ 規模別にみる

と､ 規模が大きくなるほど何らかの形で採用辞退があるとする企業割合は高くなっており､

｢1000人以上｣ では約９割を超えている (図表３-15､ 付属統計表第64表)｡

次に､ 採用内定者からの採用辞退が ｢よくある｣､ あるいは ｢たまにある｣ と回答した企

業について､ 代表的と思われる対応方法 (｢事情を説明した書面の提出｣ ｢健康診断､ 研修な

どの実費の求償｣ ｢実費にとどまらず損害賠償の請求｣) を尋ねたところ､ ｢事情を説明した

書面の提出｣ を ｢実際に求めた｣ とする企業が6.9％あるほかは､ ほとんど実際の対応は行

われていない｡ また対応を検討した企業も ｢事情を説明した書面の提出｣ が14.3％あるほか

－ －33

n=1761

n=1113



は１割に満たない状況となっている｡ ｢その他｣ の対応を実施した企業は0.9％で､ ｢口頭に

よる説明｣ ｢辞退届｣ などをあげている (図表３-16､ 付属統計表第65表)｡

－ －34

n=1940

n=934



３-４. ここ５年間における採用内定者の内定取消の状況とその際の手続き

３-４-１. 内定取消の状況

ここ５年間において､ 何らかの事情で採用内定者の内定を取り消したことがある企業割合

は､ 回答企業のうち7.3％あった｡ 規模別にみると､ ｢1000人以上｣ で内定を取り消したこと

が ｢ある｣ としている企業が21.3％と､ 他の規模に比べ割合が高い (図表３-17､ 付属統計

表第67表)｡

次に､ ここ５年間において､ 採用内定者の内定を取り消したことが ｢ある｣ と回答した企

業について､ 採用内定者の内定取消をする際の手続きを尋ねたところ､ ｢採用ができなくなっ

た旨を文書で通知した｣ が24.2％と最も多く､ 次いで､ ｢採用ができなくなった理由を添え

て文書で通知した｣ が23.5％､ ｢電話等により口頭で伝えた｣ が14.6％､ ｢面会のうえ口頭で

伝えた｣ が9.4％などとなっている (図表３-18､ 付属統計表第68表)｡

また､ 内定取消の事情については､ ｢本人の非違行為｣ が43.8％と最も多く､ 次いで､ ｢本

人の事情｣ が36.3％､ ｢経歴詐称など本人の虚偽の申告｣ が18.1％､ ｢企業経営の悪化｣ が9.5

％などとなっている｡ ｢その他｣ は7.8％あり､ 具体的には ｢健診結果の疾病｣ などの記述が

多かった (図表３-19､ 付属統計表第69表)｡

－ －35
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３-４-２. 内定を取り消す事由の定め

次に､ 内定を取り消す事由をあらかじめ定めているかについて尋ねたところ､ ｢定めてい

る｣ としているのが24.6％､ ｢定めていない｣ としているのが56.6％となっている｡ 規模別に

みると､ ｢定めている｣ としている企業割合は規模が大きくなるほど高く､ ｢300～999人｣ で

は50.7％､ ｢1000人以上｣ では80.9％となっている (図表３-20､ 付属統計表第70表)｡

また､ 内定を取り消す事由をあらかじめ ｢定めている｣ 企業について内定取り消しの事由

を尋ねたところ､ ｢本人の事情｣ が51.1％で最も多く､ 次いで､ ｢本人の非違行為｣ が43.2％､

｢経歴詐称など本人の虚偽の申告｣ が23.4％､ ｢企業経営の悪化｣ が4.7％などとなっている

(図表３-21､ 付属統計表第71表)｡ ｢その他｣ も23.9％あり､ 具体的には ｢健康上の理由｣

｢刑事訴追を受けた場合｣ などがあげられている｡

－ －36

5 n=197
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３-４-３. 内定取消により発生した本人とのトラブルの有無

ここ５年間において､ 採用内定者の内定を取り消したことが ｢ある｣ と回答した企業につ

いて､ 内定を取り消したことにより発生した本人との間のトラブルの有無を尋ねたところ､

トラブルが ｢あった｣ としている企業が14.4％､ ｢なかった｣ としている企業は77.1％だった

(図表３-22､ 付属統計表第72表)｡

次に､ トラブルが ｢あった｣ としている企業についてのみ､ トラブルをどのように解決し

たかを尋ねたところ､ ｢本人との話合い｣ ですべて解決していた (図表３-23､ 付属統計表第

73表)｡

－ －37
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３-５. 採用内定に先立っての新規学卒者に対しての内々定の状況

３-５-１. 内々定の状況

採用内定に先立っての新規学卒者に対する内々定の有無については､ 回答企業で､ ｢よく

ある｣ としている企業が1.6％､ ｢たまにある｣ が2.0％で､ ｢ない｣ は96.4％だった｡ 規模別

にみると､ 規模が大きくなるほど内々定があるとしている企業割合 (｢よくある｣ ｢たまにあ

る｣ の合計｡) は高くなっており､ ｢300～999人｣ が18.7％ (｢よくある｣ 13.6％＋ ｢たまにあ

る｣ 5.1％)､ ｢1000人以上｣ では41.3％ (｢よくある｣ 30.3％＋ ｢たまにある｣ 11.0％) となっ

ている (図表３-24､ 付属統計表第75表)｡

内々定が ｢よくある｣ ｢たまにある｣ としている企業に対して内々定をどのような性質の

ものと考えているかを尋ねたところ､ ｢内定と同じ効力を有する｣ とする企業が47.3％と最

も多かった｡ 次いで､ ｢内々定された者は､ いつでも採用を辞退できる｣ が42.7％となって

いる｡ 一方､ ｢採用を確約するものではない｣ とする企業が27.2％みられた｡ また､ ｢企業は

内々定をいつでも取り消すことができる｣ が4.8％であり､ ｢労働契約が成立している｣ と考

える企業は3.3％だった (図表３-25､ 付属統計表第76表)｡

－ －38

n=3



３-５-２. 内々定を行う方法

内々定をどのようにして行うかについては､ ｢文書を交付する｣ が42.1％と最も多く､ 次

いで､ ｢対面のうえ口頭で伝える｣ が36.0％､ ｢電話で伝える｣ が35.8％などとなっている

(図表３-26､ 付属統計表第77表)｡ ｢その他｣ は2.2％あり､ ｢内定式出席の案内を出す｣ ｢大

学経由にて連絡｣ ｢研修への参加を促す｡ アルバイトとして入社｣ などがあった｡

内々定を取り消したことにより本人との間でトラブルになったことがあるかについては､

トラブルが ｢あった｣ としている企業は0.4％､ ｢なかった｣ としている企業は67.1％だった

－ －39
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(図表３-27､ 付属統計表第78表)｡

－ －40
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４. 正規従業員の採用の際の有期契約による雇い入れ､ または紹介予定派遣の活用状況

４-１. 正規従業員採用の際の有期契約による雇い入れの活用状況

正規従業員を本採用する前にその能力等を判断するため有期契約者として雇い入れること

があるかについては､ ｢行っている｣ が26.8％､ ｢現在行っていないが今後検討したい｣ が

16.4％､ ｢行わない｣ が49.9％などとなっている｡

規模別にみると､ ｢行っている｣ と ｢現在行っていないが今後検討したい｣ との合計は､

おおむね規模が小さくなるほど高くなる傾向がみられる (図表３-28､ 付属統計表第79表)｡

４-２. 正規従業員採用の際の紹介予定派遣の活用状況

一方､ 正規従業員採用時の紹介予定派遣の活用については､ ｢行っている｣ が4.1％､ ｢現

在行っていないが今後検討したい｣ が11.4％､ ｢行わない｣ が65.6％などとなっている｡

規模別にみると､ ｢行っている｣､ ｢現在行っていないが今後検討したい｣ との合計は､ 規

模が大きくなるほど高くなる傾向がみられる (図表３-29､ 付属統計表第80表)｡

－ －41
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第２節 試用期間について

１. 試用期間の設置状況

採用された従業員の試用期間の設置の有無については､ 試用期間が ｢ある｣ とする企業が

73.2％､ ｢ない｣ とする企業が25.7％となっている｡ 規模別にみると､ 試用期間が ｢ある｣ と

する企業割合は､ ｢1000人以上｣ が87.0％､ ｢300～999人｣ が90.2％､ ｢100～299人｣ と ｢50～

99人｣ がともに86.5％､ ｢50人未満｣ が69.8％となっている (図表３-30､ 付属統計表第81表)｡

－ －43
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２. ｢試用｣ についての規定の形式

試用期間を定めている企業に対して､ ｢試用｣ についてのルールはどこで決まっているか

を尋ねたところ､ ｢就業規則｣ が71.1％と最も多く､ 次いで､ ｢慣行であり特に文書の規程等

はない｣ が19.6％､ ｢その他社内規程｣ が12.2％､ ｢労働協約｣ が6.8％などとなっている (図

表３-31､ 付属統計表第82表)｡

－ －44

n=2292



３. 労働者の雇い入れ時に ｢試用｣ に関して知らせている事項

｢試用｣ に関して､ 労働者を雇い入れる際に知らせている事項については､ ｢試用期間の

有無｣ が94.9％､ ｢試用期間の長さ｣ が91.4％､ ｢試用期間中の処遇 (賃金､ 労働時間等)｣ が

81.6％と８割を超える高い水準にある｡ これに対して､ 本採用への移行の拒否等にかかわる

事項については割合が低くなり､ ｢本採用後の処遇 (賃金､ 労働時間等)｣ が52.8％､ ｢試用

期間中の解雇事由｣ が43.5％､ ｢本採用を拒否する事由｣ が36.2％､ ｢試用期間の延長の有無｣

が26.6％､ ｢試用期間の延長の判断基準｣ が14.1％などとなっている (図表３-32､ 付属統計

表第83表)｡ ｢その他｣ も0.9％あり､ 具体的には､ ｢試用期間は正式採用後勤続年数に算入す

ること｣ ｢試用期間は労働組合員になれない旨通知｣ ｢試用期間終了後に伴う労働組合への加

入に関する説明｣ ｢試用期間中も本採用時と同じ条件であること｣ などの記述があった｡

－ －45
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４. 採用､ 就業形態別の試用期間の有無

新規学卒採用の雇用契約における期間の定めの有無別に試用期間の有無をみると､ 回答企

業で ｢雇用期間の定めのない者｣ について試用期間を設けているものは79.1％､ ｢有期で採

用する者｣ について試用期間を設けているものは44.4％となっている (図表３-33､ 付属統

計表第85表)｡

中途採用について､ 雇用契約における期間の定めの有無別に試用期間の有無をみると､ 回

答企業で ｢雇用期間の定めのない者｣ について試用期間を設けているのは93.3％､ ｢有期で

採用する者｣ について試用期間を設けているのは58.2％となっており､ 新規学卒者と比べて

試用期間を定める割合が高くなっている (図表３-34､ 付属統計表第87表)｡

パートタイム労働者の採用について､ 雇用契約における期間の定めの有無別に試用期間の

有無をみると､ 回答企業で ｢雇用期間の定めのない者｣ について試用期間を設けているのは

45.2％､ ｢有期で採用する者｣ について試用期間を設けているのは35.1％となっており､ 上記

２類型に比べ低い水準にとどまっている (図表３-35､ 付属統計表第89表)｡
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５. 正規従業員の試用期間の状況

正規従業員の試用期間については､ 新規学卒者の場合､ 回答企業で､ ｢３か月程度｣ が

69.1％と最も多く､ 次いで ｢６か月程度｣ が12.2％､ ｢２か月程度｣ が8.8％､ ｢１か月程度｣

が8.6％などとなっている (図表３-36､ 付属統計表第91表)｡ 一方､ 中途採用者の試用期間

の場合､ 回答企業で､ ｢３か月程度｣ が68.1％と最も多い｡ 続いて､ ｢６か月程度｣ が10.9％､

｢１か月程度｣ が9.9％､ ｢２か月程度｣ が9.7％などとなっている (図表３-37､ 付属統計表第

93表)｡
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６. 試用期間中の業務

試用期間中の業務については､ ｢原則として一つの部署に配属し､ 同じ業務に従事させる｣

が64.1％と最も多く､ 次いで､ ｢一つの部署に配属するが､ 業務の内容は変える｣ が18.2％､

｢いろいろな部署に配置し､ いろいろな業務を経験させる｣ が9.9％､ ｢もっぱら研修を行う｣

が2.1％などとなっている (図表３-38､ 付属統計表第94表)｡

｢その他｣ は2.2％あり､ ｢新規学卒採用は研修､ 中途採用は一つの部署に配属｣ ｢新卒採

用は実習としていろいろな業務体験をさせる｡ 中途採用はひとつの部署に配属｣ などの記述

が目立った｡ ｢配属先部内の新入社員教育方法により異なる｣ など必ずしも統一的に取り扱っ

ていない企業もあった｡
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７. 試用期間終了後の本採用になる際の変化

試用期間終了後､ 本採用になるときの変化について尋ねたところ､ ｢業務の内容｣ につい

ては､ ｢変化する｣ が7.5％で､ ｢変化しない｣ が87.7％である (図表３-39､ 付属統計表第96

表)｡

続いて､ ｢配属部署｣ については､ ｢本格的な配属先へ配置換えする｣ が12.5％で､ ｢特に

変化しない｣ が79.8％である (図表３-40､ 付属統計表第97表)｡

｢資格等級｣ については､ ｢昇格させる｣ が4.7％で､ ｢特に変化しない｣ が87.1％である

(図表３-41､ 付属統計表第98表)｡

｢賃金｣ については､ ｢昇給させる｣ が11.3％､ ｢手当などが増える｣ が24.0％､ ｢特に変化

しない｣ が59.6％である (図表３-42､ 付属統計表第99表)｡

｢就業時間 (帯)｣ については､ ｢変化する｣ が4.5％で､ ｢特に変化しない｣ が89.2％であ

る (図表３-43､ 付属統計表第100表)｡

なお､ ｢その他｣ の自由記述は､ ｢労働組合員になる｣ との記述が多く､ ｢日給制から月給

制へ移行｣ や､ ｢社会保険の加入｡ 退職金制度加入｡ 賞与対象｣ ｢年次有給休暇の取得を認め

る｣ ｢時間外労働・休日出勤ができる｣ ｢フレックス勤務が認められる｣ ｢社章を貸与し､ 正

式な名札を着用｣ などの記述もあった｡
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８. 試用期間の延長の状況

試用期間を延長することがあるかについては､ ｢延長することがあり､ ここ５年間に事例

がある｣ が8.6％､ ｢延長することがあるが､ ここ５年間に事例はない｣ が21.5％､ ｢延長はし

ない｣ が67.8％となっている (図表３-44､ 付属統計表第102表)｡ これを規模別にみると､

試用期間を延長することがある企業 (｢延長することがあり､ ここ５年間に事例がある｣ と

｢延長することがあるが､ ここ５年間に事例はない｣ の合計｡ 以下同じ｡) は､ 規模が大きく

なるほどおおむねその割合が高くなっている｡

なお､ これを試用期間の長さ別にみると､ 回答の多かった ｢３か月程度｣ ｢６か月程度｣

では､ 新規学卒者の場合､ 試用期間を延長することがある企業は､ それぞれ29.4％､ 34.5％

となっている｡ 一方､ 中途採用者の場合､ 試用期間を延長することがある企業は､ 試用期間

が ｢３か月程度｣ で30.1％であり､ ｢６か月程度｣ で41.1％となっている (図表３-45､ 図表

３-46､ 付属統計表第102表)｡

－ －53

n=2292



－ －54

n=2292



－ －55

n=2292



９. 試用期間終了時の雇用打ち切りについて

９-１. 試用期間終了時の雇用打ち切りの状況

試用期間の終了時に本採用にせず､ 雇用を打ち切ることがあるかについては､ ｢本採用し

ないことがあり､ ここ５年間に事例がある｣ が13.1％､ ｢本採用しないことがあるが､ ここ

５年間に事例はない｣ が58.0％､ ｢企業の側から本採用にしないことはない｣ が27.4％などと

なっている (図表３-47､ 付属統計表第103表)｡

９-２. 本採用せずに雇用を打ち切る基準の定めの有無

｢本採用しないことがあり､ ここ５年間に事例がある｣､ あるいは ｢本採用しないことが

あるが､ ここ５年間に事例はない｣ と回答した企業について､ 本採用をせず雇用を打ち切る

基準の有無を尋ねたところ､ ｢設けている｣ が30.2％､ ｢特に基準は設けていない｣ が66.0％

である｡ これを規模別にみると､ 規模が大きくなるほど ｢設けている｣ と回答している割合

が高くなっている (図表３-48､ 付属統計表第104表)｡

本採用せず雇用を打ち切る基準がどこで定まっているかについては､ ｢就業規則｣ が

84.5％と最も多く､ 次いで､ ｢その他の社内規程｣ が13.4％､ ｢慣行であり特に文書の規程は

ない｣ が10.7％､ ｢労働協約｣ が7.5％などとなっている (図表３-49､ 付属統計表第105表)｡

－ －56
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９-３. 本採用せずに雇用を打ち切る場合の本人に対する通知時期

｢本採用しないことがあり､ ここ５年間に事例がある｣､ あるいは ｢本採用しないことが

あるが､ ここ５年間に事例はない｣ と回答した企業について､ 雇用打ち切りの本人への通知

時期を尋ねたところ､ ｢期間が終わる前に余裕をもって伝える｣ が45.7％と最も多く､ 次い

で､ ｢ケース・バイ・ケースで異なる｣ が43.9％､ ｢期間が終わる際に伝える｣ が5.5％となっ

ている (図表３-50､ 付属統計表第106表)｡

次に､ 雇用を打ち切る場合に､ ｢期間が終わる前に余裕をもって伝える｣ と回答した企業

について､ 本人への具体的な通知時期を尋ねたところ､ ｢１か月程度｣ 前が48.6％と最も多

く､ 次いで､ ｢半月程度｣ 前が25.4％､ ｢１週間程度｣ 前が16.6％､ ｢１か月超｣ が7.6％など
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となっている｡ 規模別にみると､ 規模が小さくなるほど､ １か月程度以上前に通知する企業

の割合は低くなる傾向にあり､ ｢1000人以上｣ では79.3％ (｢１か月程度｣ 58.6％＋ ｢１か月

超｣ 20.7％) であるのに対して､ ｢50人未満｣ では52.8％にとどまっている (図表３-51､ 付

属統計表第107表)｡
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９-４. 本採用せずに雇用を打ち切る場合の本人に対する通知方法

｢本採用しないことがあり､ ここ５年間に事例がある｣､ あるいは ｢本採用しないことが

あるが､ ここ５年間に事例はない｣ と回答した企業について､ 本採用せずに雇用を打ち切る

場合の本人に対する通知方法を尋ねたところ､ ｢文書で通知する｣ が22.6％､ ｢口頭で通知す

る｣ が70.8％となっている｡ 規模別にみると､ 規模が大きくなるほど､ ｢文書で通知する｣

割合が高くなっている (図表３-52､ 付属統計表第108表)｡

雇用の打ち切りを本人に通知する際､ 打ち切る理由を伝えるかについては､ ｢伝える｣ が

86.7％､ ｢とくに伝えない｣ が3.8％となっている｡ 通知方法別にみると､ ｢文書で通知する｣

企業では､ 88.0％が本採用拒否の理由を ｢伝える｣ としており､ ｢口頭で通知する｣ 企業も､

86.3％が ｢伝える｣ としている (図表３-53､ 付属統計表第109表)｡
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９-５. 本採用をしない場合の判断理由

本採用にしない場合の判断理由については､ ｢欠勤などの勤務状況｣ が81.2％と最も多く､

次いで､ ｢仕事上の知識・能力｣ が75.7％､ ｢素行｣ が69.0％､ ｢健康状態｣ が63.1％などとなっ

ている (図表３-54､ 付属統計表第110表)｡ ｢その他｣ も3.5％あり､ ｢採用に際し虚偽の履歴

があった場合もしくは陳述をした場合｣ ｢試用期間中で適性を欠くと判断した場合｣ ｢就業規

定の解雇事項への該当｣ ｢卒業できなかった場合｣ ｢事故等｣ ｢必要な資格がとれなかった｣

などの記述があった｡
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９-６. 本採用にしなかったために発生した個別の従業員との間の紛争の状況

ここ５年間において､ 本採用しなかったために発生した個別の従業員との間の紛争の状況

については､ ｢あった｣ が0.3％､ ｢なかった｣ が96.6％となっている (図表３-55､ 付属統計

表第111表)｡

また､ 紛争発生の際の解決方法は､ ｢本人との話合いで解決｣ が55.5％と最も多く､ 次い

で､ ｢解決しなかった (従業員が離職した｡)｣ が34.0％､ ｢裁判で解決 (和解を含む｡)｣ が33.0

％､ ｢外部の紛争解決機関で解決｣ が3.4％などとなっている (図表３-56､ 付属統計表第112

表)｡
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第４章 従業員の懲戒に関する制度・慣行について

第１節 懲戒制度について

１. 懲戒処分の規定の有無

懲戒処分を規定している企業は80.5％ある｡ これを規模別にみると､ 規模が大きくなるほ

ど規定が ｢ある｣ とする割合が高くなっている (図表４-１､ 付属統計表第113表)｡

懲戒処分の規定が ｢ある｣ と回答した企業に対して､ それが何によって決まっているのか

を尋ねたところ､ ｢就業規則｣ とする企業が96.8％と最も多く､ ｢その他の社内規程｣ とする

企業が9.0％､ ｢労働協約｣ が7.3％などとなっている (図表４-２､ 付属統計表第114表)｡ ｢そ

の他｣ も0.3％あり､ ｢労働契約書｣ ｢出向元の就業規則による｣ などの記述があった｡

また､ 懲戒処分の規定内容については､ ｢必要な場合に懲戒処分を行う旨｣ が74.9％と最

も多く､ 次いで ｢懲戒処分の種類｣ が55.0％､ ｢懲戒の対象となる事由 (懲戒の種類ごとに

区別されていない｡)｣ が52.1％､ ｢懲戒処分の種類ごとの理由｣ が30.2％､ ｢懲戒の手続き｣

が24.5％などとなっている (図表４-３､ 付属統計表第115表)｡ ｢その他｣ も0.3％あり､ ｢労

使による懲戒委員会の設置｣ ｢弁明の機会｣ ｢懲戒の免除､ 消滅｣ ｢損害賠償に対する事項｣

｢上司の責任､ 損害賠償､ 公示｣ などの記述があった｡
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２. 懲戒ごとの処分制度の有無

懲戒処分の種類ごとの制度の有無については､ ｢①注意・戒告・譴責｣ では処分制度が

｢ある｣ とする企業が58.1％､ ｢②始末書の提出｣ では ｢ある｣ とするものが57.1％､ ｢③出勤

停止｣ では ｢ある｣ とするものが43.6％､ ｢④一時的減給｣ では ｢ある｣ とするものが47.8％､

｢⑤降格・降職｣ では ｢ある｣ とするものが38.6％､ ｢⑥諭旨解雇｣ では ｢ある｣ とするもの

が38.4％､ ｢⑦懲戒解雇｣ では ｢ある｣ とするものが61.7％となっている (図表４-４､ 付属

統計表第116～122表)｡

他方､ ここ５年間に実際に懲戒処分を行ったか否かについては､ ｢①注意・戒告・譴責｣

では ｢実績あり｣ とするものが20.2％､ ｢②始末書の提出｣ では ｢実績あり｣ とするものが

25.6％､ ｢③出勤停止｣ では ｢実績あり｣ とするものが4.0％､ ｢④一時的減給｣ では ｢実績あ

り｣ とするものが13.0%､ ｢⑤降格・降職｣ では ｢実績あり｣ とするものが10.9％､ ｢⑥諭旨

解雇｣ では ｢実績あり｣ とするものが5.0％､ ｢⑦懲戒解雇｣ では ｢実績あり｣ とするものが

8.4％となっている (図表４-５､ 付属統計表第116～122表)｡
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３. 懲戒処分を行う際の手続き

各種の処分制度を有する企業の懲戒処分実施に際しての手続きについては､ 懲戒処分をす

る場合に､ ｢理由の開示｣ が ｢ある｣ としているのは､ ｢戒告など軽微な処分｣ で78.1％､

｢減給､ 降格など｣ で80.8％､ ｢諭旨解雇｣ で81.4％､ ｢懲戒解雇｣ で79.3％となっている (図

表４-６､ 付属統計表第123表)｡

｢本人への弁明機会の付与｣ が ｢ある｣ としているのは､ ｢戒告など軽微な処分｣ で74.3

％､ ｢減給､ 降格など｣ で73.3％､ ｢諭旨解雇｣ で75.2％､ ｢懲戒解雇｣ で71.6％となっている

(図表４-７､ 付属統計表第124表)｡

｢従業員代表への説明・協議｣ が ｢ある｣ としているのは､ ｢戒告など軽微な処分｣ で34.0

％､ ｢減給､ 降格など｣ で36.5％､ ｢諭旨解雇｣ で43.4％､ ｢懲戒解雇｣ で37.9％となっている

(図表４-８､ 付属統計表第125表)

｢労使協議機関への説明・協議｣ が ｢ある｣ としているのは､ ｢戒告など軽微な処分｣ で

5.8％､ ｢減給､ 降格など｣ で7.0％､ ｢諭旨解雇｣ で6.9％､ ｢懲戒解雇｣ で7.2％となっている

(図表４-９､ 付属統計表第126表)｡ これを労使協議機関を設置している企業についてのみみ

ると､ ｢戒告など軽微な処分｣ で18.4％､ ｢減給､ 降格など｣ で21.2％､ ｢諭旨解雇｣ で21.8％､

｢懲戒解雇｣ で24.6％となっている (図表４-10､ 付属統計表第126表)｡

｢労働組合への説明・協議｣ が ｢ある｣ としているのは､ ｢戒告など軽微な処分｣ で6.8％､

｢減給､ 降格など｣ で8.0％､ ｢諭旨解雇｣ で9.8％､ ｢懲戒解雇｣ で8.3％となっている (図表

４-11､ 付属統計表第127表)｡ これを労働組合がある企業についてのみでみると､ ｢戒告など

軽微な処分｣ で54.7％､ ｢減給､ 降格など｣ で59.7％､ ｢諭旨解雇｣ で74.8％､ ｢懲戒解雇｣ で

67.6％となっている (図表４-12､ 付属統計表第127表)｡

なお､ 懲戒処分を行う際に労働者側と何らかの説明・協議をしている企業割合 (懲戒処分

ごとに ｢従業員代表への説明・協議｣ ｢労使協議機関への説明・協議｣ ｢労働組合への説明・

協議｣ のいずれかを選択した企業) についてみると､ ｢戒告など軽微な処分｣ が37.2％､ ｢減

給､ 降格など｣ で40.3％､ ｢諭旨解雇｣ で47.0％､ ｢懲戒解雇｣ で41.7％となっている (図表

４-13､ 付属統計表第128表)｡
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４. 懲戒処分をめぐり発生した労働組合との紛争の状況

ここ５年間において懲戒処分をめぐって労働組合との間で意見が異なり､ 紛争になったこ

とがあるかを尋ねたところ､ 労働組合のある企業では､ 0.4％が懲戒処分をめぐり紛争が

｢あった｣ としており､ ｢なかった｣ としているのが97.9％となっている (図表４-14､ 付属

統計表第129表)｡

－ －71

n=960



５. 懲戒処分をめぐり発生した個別の従業員との間の紛争の状況

ここ５年間において懲戒処分をめぐって対象となった個別の従業員との間で紛争が ｢あっ

た｣ とする企業は2.1％､ 紛争が ｢なかった｣ とする企業は91.5％となっている｡ 規模別にみ

ると､ 紛争があったとしている割合は規模が大きくなるほどわずかではあるが高くなってい

る (図表４-15､ 付属統計表第130表)｡

紛争が ｢あった｣ とする企業について､ その解決方法をみると､ ｢本人との話合いで解決｣

が61.1％と最も多く､ 次いで､ ｢裁判で解決 (和解を含む｡)｣ が22.5％､ ｢解決しなかった

(従業員が離職した｡)｣ が9.3％､ ｢外部の紛争解決機関で解決｣ が0.9％､ ｢労働組合との話合

いを通じて解決｣､ ｢社内の苦情処理機関で解決｣ がそれぞれ0.5％などとなっている (図表

４-16､ 付属統計表第131表)｡ ｢その他｣ は10.2％あり､ 裁判中との記述が多かった｡
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第５章 従業員の退職に関する制度・慣行について

第１節 従業員の自己都合による退職について

１. 従業員が自己都合退職する場合の手続きの有無

従業員が自己都合により退職しようとする場合の手続きについて ｢決めている｣ とする企

業は68.5％､ ｢文書では決めていないが慣行はある｣ が7.4％､ ｢その都度対処している｣ が

22.3％となっている｡ これを規模別にみると､ 規模が大きくなるほど ｢決めている｣ とする

企業割合が高くなっている｡ その一方で､ ｢その都度対処している｣ とする企業は規模が小

さくなるほどその割合が高くなっている (図表５-１､ 付属統計表第132表)｡

次に､ ｢決めている｣ と回答した企業について､ 規定の形式を尋ねたところ､ ｢就業規則｣

が96.8％と最も多く､ 次いで､ ｢その他の社内規程｣ が7.0％､ ｢労働協約｣ が5.4％などとなっ

ている (図表５-２､ 付属統計表第133表)｡ ｢その他｣ も0.4％あり､ ｢退職願の提出｣ ｢退職

のしおり｣ ｢人事発令マニュアル｣ ｢出向元の就業規則｣ などの記述があった｡

－ －74

n=2765



－ －75
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２. 自己都合退職する場合の事前の申し出時期

自己都合で退職しようとする場合､ どれくらい事前に申し出なければならないかについて

は､ ｢１か月より前｣ が最も多く33.8％､ 次いで ｢２週間程度前｣ が30.0％､ ｢１か月程度前｣

が28.3％などとなっている｡ ｢即日・直前でよい｣ は0.5％あり､ ｢申し出期間に関する決まり

はない｣ としているのは4.5％あった (図表５-３､ 付属統計表第134表)｡

－ －76

n=2504



３. 自己都合退職の取消の申し出に対する取扱い

自己都合退職の申し出があった後に､ 本人から退職を取り消したい旨の申し出があったと

きの取扱いについては､ ｢特に決まりはなくケース・バイ・ケースで対応している｣ が63.8

％と最も多い｡ 続いて､ ｢社内手続 (退職者の公示､ 退職承認の通知など) の完了前であれ

ば取り消しに応じることもある｣ が10.6％､ ｢退職日の前であれば取り消しに応じることも

ある｣ が8.6％となっている｡ ｢原則として当初の申し出どおり退職してもらう｣ は8.1%だっ

た (図表５-４､ 付属統計表第135表)｡

－ －77

n=2504



第２節 経営側からの労働契約の終了について

１. 希望退職の募集その他の退職勧奨の実施状況

１-１. 希望退職の募集その他の退職勧奨の実施の有無

ここ５年間において､ 個別に正規従業員の希望退職の募集その他の退職勧奨をしたことの

ある企業は14.8％で､ ｢ない｣ とする企業は84.4％だった｡ これを規模別にみると､ ｢ある｣

としている企業割合は規模が大きくなるほど､ おおむねその割合が高い (図表５-５､ 付属

統計表第136表)｡

正規従業員の希望退職の募集その他の退職勧奨をしたことのある企業について､ 退職勧奨

を実施した際にどのような手続きをとったかを尋ねたところ､ ｢特に協議をしなかった｣ が

最も多く55.5％､ 次いで､ ｢従業員の代表を選んで協議した｣ が17.0％､ ｢労働組合と協議し

た｣ が9.8％となっている｡

これを労働組合がある企業についてみると､ 72.7％が ｢労働組合と協議した｣ と回答して

おり､ ｢特に協議はしなかった｣ としているのは15.8％となっている (図表５-６､ 付属統計

表第137表)｡

－ －78

n=2765



１-２. 退職勧奨に労働者が応じなかった場合の対処方法

正規従業員の希望退職の募集その他の退職勧奨をしたことのある企業のうち､ 退職勧奨に

対して労働者が応じなかったことが ｢ある｣ としている企業 (20.0％) について (図表

５-７､ 付属統計表第138表)､ その際の対応を尋ねたところ､ ｢応じた人数だけ退職させた｣

とした企業が最も多く39.7％､ 次いで ｢労働者が応じるまでさらに説得した｣ が30.4％､ ｢指

名解雇に切り替えた｣ が23.1％だった (図表５-８､ 付属統計表第139表)｡
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１-３. 退職勧奨をめぐり発生した労働組合との紛争の状況

一方､ ここ５年間において､ 退職勧奨をめぐって労働組合との間で意見が異なり､ 紛争に

なったかについて尋ねたところ､ 労働組合のある企業では､ ｢あった｣ とするのが0.6％となっ

ている (図表５-９､ 付属統計表第140表)｡
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１-４. 退職勧奨に当たっての退職者に対する特別の措置

退職勧奨に当たっての退職者に対する特別な措置については､ ｢退職金の割り増し｣ が最

も多く38.4％､ 次いで ｢再就職先のあっせん｣ が22.4％､ ｢退職前の特別休暇の付与｣ が13.8

％､ ｢人材紹介機関への委託｣ が4.2％などとなっている (図表５-10､ 付属統計表第141表)｡

｢その他｣ も11.8％あり､ ｢慰労金の支給｣ ｢定年退職までの期間の賃金の保証｣ ｢有給休暇

残日数の買い取り｣ ｢再雇用｣ ｢独立支援｣ ｢再就職支援会社への斡旋｣ などの記述があった｡

退職金の割り増しをしている企業について､ どの程度の割り増しをしているかを尋ねたと

ころ､ ｢賃金の半年分程度を加算｣ が最も多く､ 25.9％となっている｡ 次いで､ ｢賃金の１年

分程度を加算｣ が4.8％､ ｢賃金の２～３年分程度を加算｣ が3.7％などとなっている (図表

５-11､ 付属統計表第142表)｡ ｢その他｣ の回答が25.7％あるが､ その内容は､ ｢定年60歳ま

での１年につき､ １か月分加算｣ ｢退職時の年齢により２～３割の加算｣ ｢正規の退職金の30

～70％増額｣ ｢最高で通常退職金の２倍｣ ｢自己都合退職の1.5倍｣ などさまざまである｡
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１-５. 退職勧奨をめぐり発生した個別の従業員との間の紛争の状況

ここ５年間において退職勧奨をめぐり対象の個別の従業員との間で紛争が起こったことが

あるかを尋ねたところ､ ｢あった｣ としているのは8.7％､ ｢なかった｣ が88.6％となっている

(図表５-12､ 付属統計表第143表)｡

個別の従業員との間で紛争が起こったとしている企業の解決方法は､ ｢本人との話合いで

解決｣ が72.4％､ 次いで ｢裁判で解決 (和解を含む｡)｣ が24.8％などとなっている (図表

５-13､ 付属統計表第144表)｡
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２. 正規従業員の解雇 (懲戒解雇を除く｡) の状況

２-１. 正規従業員の解雇の実施の有無

ここ５年間において､ 正規従業員を解雇 (懲戒解雇を除く｡ 以下同じ｡) したことが ｢あ

る｣ とする企業は20.2％で､ ｢ない｣ とする企業は77.6％だった｡

労働組合の有無別にみると､ 労働組合がある企業では解雇が12.3％あり､ 労働組合がない

企業では21.1％となっている｡ 労働組合のある企業のほうが若干解雇は少なかった (図表

５-14､ 付属統計表第145表)｡

２-２. 解雇の理由について

解雇の理由は､ ｢経営上の理由｣ が49.2％と最も多く､ 次いで ｢仕事に必要な能力の欠如｣

が28.2％､ ｢本人の非行｣ が24.4％､ ｢職場規律の紊乱｣ が24.3％などとなっている (図表

５-15､ 付属統計表第146表)｡

なお､ ｢普通解雇｣ を行った企業 (解雇の理由で ｢本人の非行｣ ｢頻繁な無断欠勤｣ ｢職場

規律の紊乱｣ ｢仕事に必要な能力の欠如｣ ｢休職期間の満了｣ のいずれかを選択した企業｡ 以

下同じ｡) と ｢整理解雇｣ を行った企業 (解雇の理由で ｢経営上の理由｣ を選択した企業｡

以下同じ｡) にわけてみると､ ｢普通解雇｣ を行った企業は56.6%で､ ｢整理解雇｣ を行った企

業は49.2%となっており､ ｢普通解雇｣ を行った企業は規模が大きくなるほど割合が高くなっ

ている (図表５-16､ 付属統計表第147表)｡
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次に､ ｢普通解雇｣ を行った企業について､ 解雇に先立つ措置を尋ねたところ､ ｢警告｣ が

51.3％､ ｢是正機会の付与｣ が46.3％､ ｢他の部署への配転打診｣ が24.5％などとなっている

(図表５-17､ 付属統計表第148表)｡ ｢その他｣ も1.4％あり､ ｢事情聴取｣ ｢退職手続の通知｣

などの記述があった｡
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２-３. 正規従業員の解雇の際の労働組合や従業員代表との間の協議状況

正規従業員を解雇する際の労働組合や従業員代表との間での手続きについては､ ｢特に協

議はしなかった｣ が69.2％と最も多く､ 次いで､ ｢従業員の代表を選んでもらい協議｣ が11.1

％､ ｢労働組合と協議した｣ が3.9％などとなっている｡

規模別にみると､ どの規模でも ｢特に協議はしなかった｣ が最も多くなっている｡ ｢特に

協議をしなかった｣ 以外では､ ｢1000人以上｣ と ｢300～999人｣ で ｢労働組合と協議した｣

が最も多く､ それぞれ26.3％､ 20.4％となっている｡ 一方､ ｢50～99人｣ と ｢50人未満｣ では､

｢従業員の代表を選んでもらい協議｣ が最も多く､ それぞれ22.3％､ 10.1％となっている｡ 労

働組合の有無別でみると､ 労働組合のある企業は､ ｢労働組合と協議した｣ としている企業

が68.2％で､ ｢特に協議はしなかった｣ のは22.2％だった｡ 一方､ 労働組合のない企業は､

｢特に協議はしなかった｣ のは72.1％で､ ｢従業員の代表を選んでもらい協議｣ は11.5％となっ

ている｡

労働組合等との協議状況について､ ｢普通解雇｣ を行った企業と ｢整理解雇｣ を行った企

業でわけてみると､ ｢普通解雇｣ を行った企業では､ ｢特に協議はしなかった｣ が71.6%で最

も多く､ ｢従業員の代表を選んでもらい協議｣ が10.7%､ ｢労働組合と協議した｣ が6.0%､ ｢労

使協議機関で協議した｣ が0.3%となっているのに対して､ ｢整理解雇｣ を行った企業でも､

同様に ｢特に協議はしなかった｣ が68.6%と最も多いほか､ ｢従業員の代表を選んでもらい協

議｣ が16.5%､ ｢労使協議機関で協議した｣ が5.4%､ ｢労働組合と協議した｣ が1.0%となって

いる (図表５-18､ 付属統計表第149表)｡ これを労働組合の有無別にみると､ 労働組合のあ

る企業では､ ｢労働組合と協議した｣ としている企業が､ ｢普通解雇｣ で73.3％､ ｢整理解雇｣

で51.0％となっている｡ 一方､ 労働組合のない企業では､ ｢従業員の代表を選んでもらい協

議｣ したとしている企業が､ ｢普通解雇｣ で11.4％､ ｢整理解雇｣ で16.7％となっている (図

表５-19､ 付属統計表第149表)｡

次に､ ここ５年間で正規従業員を解雇し ｢労働組合と協議した｣ 企業に対して､ 解雇をめ

ぐり労働組合と意見が異なり紛争になったかを尋ねたところ､ 紛争に ｢なった｣ としている

のは56.0％あった｡

これを ｢普通解雇｣ を行った企業と ｢整理解雇｣ を行った企業でわけてみると､ ｢普通解

雇｣ を行った企業では､ 紛争に ｢なった｣ が58.7%で､ ｢ならなかった｣ が34.8%となってい

るのに対して､ ｢整理解雇｣ を行った企業では､ ｢ならなかった｣ が57.3%､ ｢なった｣ が

37.9%と割合が逆転している (図表５-20､ 付属統計表第150表)｡
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２-４. 本人への解雇通告時期

正規従業員を解雇したことのある企業に､ 解雇する日のどれくらい前に解雇の通告を本人

にしたかを尋ねたところ､ ｢１～２か月程度前｣ が68.1％と最も多く､ 次いで ｢１週間以内

前｣ が11.9％となっている｡

これを ｢普通解雇｣ を行った企業と ｢整理解雇｣ を行った企業でわけてみると､ ともに

｢１～２か月程度前｣ が最も多く (それぞれ､ 63.5%､ 84.4%) なっているほか､ 次いで ｢普

通解雇｣ を行った企業では ｢１週間以内前｣ が16.0%､ ｢２～４か月程度前｣ が6.9%､ ｢２～

４週間程度前｣ が6.7%などとなっており､ ｢整理解雇｣ を行った企業では､ ｢１週間以内前｣

が4.2%､ ｢６か月以上前｣ が3.6%､ ｢２～４週間程度前｣ が2.8%などとなっている (図表

５-21､ 付属統計表第151表)｡

２-５. 解雇の際の手続き

解雇に当たっての手続きについては､ ｢解雇理由の明示｣ が最も多く83.9％､ ｢解雇日の明

示｣ が73.5％､ ｢従業員本人からの意見聴取｣ が49.5％､ ｢退職金の額および支払い時期の明

示｣ が44.4％､ ｢予告手当の支払い｣ が30.4％などとなっている｡ ｢その他｣ も2.7％あり､

｢再就職の支援｣ ｢退職金の割増｣ ｢労基署適用除外手続｣ などの記述があった｡

これを ｢普通解雇｣ を行った企業と ｢整理解雇｣ を行った企業でわけてみると､ ｢退職金

の額および支払い時期の明示｣ で､ ｢普通解雇｣ を行った企業が30.9%､ ｢整理解雇｣ を行っ

た企業が63.2%となっており､ ｢整理解雇｣ を行った企業の方が割合が高くなっている (図表

５-22､ 付属統計表第152表)｡
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２-６. 解雇をめぐり発生した個別の従業員との間の紛争の状況

ここ５年間において､ 解雇をめぐって､ 解雇した従業員との間で紛争が起こったことがあっ

たかについては､ ｢あった｣ とするのが11.9％で､ ｢なかった｣ が85.5％となっている｡

これを ｢普通解雇｣ を行った企業と ｢整理解雇｣ を行った企業でわけてみると､ ｢普通解

雇｣ を行った企業では､ 紛争が ｢なかった｣ が87.4%､ ｢あった｣ が12.6%で､ ｢整理解雇｣ を

行った企業では､ 紛争が ｢なかった｣ が83.5%､ ｢あった｣ が16.5%となっており､ ともに紛

争が ｢なかった｣ 割合が大きくなっている (図表５-23､ 付属統計表第153表)｡

紛争があったとする企業がどのように解決したかについては､ ｢本人との話合いで解決｣

が最も多く69.8％､ 次いで､ ｢裁判で解決 (和解を含む｡)｣ が16.6％､ ｢外部の紛争解決機関

で解決｣ が5.9％などとなっている｡

これを ｢普通解雇｣ を行った企業と ｢整理解雇｣ を行った企業でわけてみると､ ｢普通解

雇｣ を行った企業では､ ｢本人との話合いで解決｣ が57.0%､ ｢裁判で解決 (和解を含む｡)｣

が22.9％､ ｢外部の紛争解決機関で解決｣ が8.8％などとなっており､ 整理解雇を行った企業

では､ ｢本人との話合いで解決｣ が77.9%､ ｢裁判で解決 (和解を含む｡)｣ が20.0％などとなっ

ており､ ともに ｢本人との話合いで解決｣ が最も多くなっている (図表５-24､ 付属統計表

第154表)｡

また､ 解決のための特別な措置については､ ｢解決金の支払｣ が38.0％と最も多く､ 次い
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で ｢退職理由の変更｣ が13.4％､ ｢解雇のとりやめ｣ が1.6％などとなっている｡ なお､ ｢普通

解雇｣ を行った企業と ｢整理解雇｣ を行った企業とでわけてみると､ ｢解決金の支払｣ では､

｢普通解雇｣ を行った企業が60.1％､ ｢整理解雇｣ を行った企業が42.6％と､ ｢普通解雇｣ を行っ

た企業の方が多い｡ ｢退職理由の変更｣ も ｢普通解雇｣ を行った企業のほうが多い (図表

５-25､ 付属統計表第155表)｡
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２-７. 従業員を解雇する場合の手続きの定め

従業員の解雇の手続きについては､ ｢決めている｣ としているのは50.7％､ ｢その都度対処

している｣ としているのが36.5％､ ｢文書では決めていないが慣行はある｣ としているのが

7.7％となっている｡

規模別にみると､ 規模が大きくなるほどおおむね ｢決めている｣ とする割合が高く､

｢1000人以上｣ で83.2％､ ｢300～999人｣ で84.1％､ ｢100～299人｣ で65.7％､ ｢50～99人｣ で

71.6％､ ｢50人未満｣ で45.4％となっている｡ 逆に､ ｢その都度対処している｣ は､ ｢50人未満｣

で40.9％､ ｢50～99人｣ で20.9％､ ｢100～299人｣ で20.1％､ ｢300～999人｣ で9.9％､ ｢1000人

以上｣ で7.8％などとなっている｡

これを ｢普通解雇｣ を行った企業と ｢整理解雇｣ を行った企業でわけてみると､ ｢普通解

雇｣ を行った企業では､ ｢決めている｣ が56.7%､ ｢その都度対処している｣ が32.6%､ ｢文書

では決めていないが慣行はある｣ が7.1%となっており､ ｢整理解雇｣ を行った企業では､ ｢決

めている｣ が49.6%､ ｢その都度対処している｣ が39.1%､ ｢文書では決めていないが慣行はあ

る｣ が9.9%となっている (図表５-26､ 付属統計表第156表)｡

次に､ 解雇の手続きを ｢決めている｣ としている企業に対して､ どこで決まっているかを

尋ねたところ､ ｢就業規則｣ が97.1％､ ｢労働協約｣ が14.6％などとなっている｡ これを ｢普

通解雇｣ を行った企業と ｢整理解雇｣ を行った企業でわけてみると､ ｢労働協約｣ では､ ｢普

通解雇｣ を行った企業が20.2%なのに対して､ ｢整理解雇｣ を行った企業は3.7%となっており､

｢普通解雇｣ を行った企業の方が多くなっている (図表５-27､ 付属統計表第157表)｡
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第３節 退職していく従業員への義務の取り決め状況について

１. 退職していく従業員への義務の取り決めの状況

退職していく従業員に義務を課しているかについては､ ｢取り決めはない｣ とする企業が

57.1％と最も多い｡ 次いで､ ｢職務上知り得た秘密を退職後も漏らさないこと｣ (以下 ｢秘密

保持義務｣ という｡) が33.7％､ ｢退職した会社の名誉を傷つけることは行わないこと｣ が

17.0％､ ｢競業関係にある企業に就職しないこと､ または競業関係にある事業を開始しない

こと｣ (以下 ｢競業避止義務｣ という｡) が3.7％などとなっている (図表５-28､ 付属統計表

第158表)｡ ｢その他｣ も1.3％あり､ ｢希望退職募集の時は競業他社への就職禁止｣ ｢担当業務

の引継ぎ｣ ｢貸与品の返却｣ ｢在職中のすべての情報・資料等の返還｣ ｢書類の返還・破棄｣

｢個人情報を漏らさないこと｣ ｢必要に応じ 『秘密保持誓約書』 を徴求｣ ｢在職中に行った自

己の責に属すべき職務の責任を免れないこと｣ などさまざまな記述があった｡

秘密保持義務を課している企業を規模別にみると､ 規模が大きくなるほど義務を課してい

る企業割合は高い (図表５-29､ 付属統計表第158表)｡ 同様に､ 競業避止義務を課している

企業でも､ 規模が大きくなるほど義務を課している企業割合は高くなっている (図表５-30､

付属統計表第158表)｡

次に､ 競業避止義務を課している企業に､ 退職後どれくらいの期間かを尋ねたところ､ 無

回答が91.3％あった｡ 期限について回答した企業をみると､ ｢無期限｣ が5.5％､ ｢１年以上３

年未満｣ が2.6％､ ｢３年以上６年未満｣ が0.6％などとなっている (図表５-31､ 付属統計表

第159表)｡
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２. 退職者に義務を課す取り決めの規定の形式

次に､ 退職していく従業員に何らかの義務を課している企業について､ 退職者に義務を課

す取り決めはどのような形で行っているかと尋ねたところ､ ｢就業規則｣ が47.9％､ ｢特に形

式は定めておらず慣行による｣ が19.0％､ ｢従業員の入社時に書面を交わす｣ が12.7％､ ｢そ

の都度退職する従業員との間で書面をかわす｣ が10.9％などとなっている (図表５-32､ 付

属統計表第160表)｡

｢その他｣ も2.4％あり､ ｢企業秘密管理規程｣ ｢会社情報管理規程に基づく書面｣ ｢労働契

約書｣ ｢入社後必要に応じて書面を交わす｣ ｢係長職に昇格した際に誓約書を提出｣ ｢職員配

布のマニュアル｣ ｢業界関係法令｣ などの記述があった｡
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資料

付属統計表

統計利用上の注意

１. 該当する事項が0の場合 ｢－｣ で表示してある｡

２. 企業抽出率の逆数を乗じて母集団に復元したものを調査結果として表章している｡

なお､ 四捨五入の関係で百分比の合計が100.0にならない場合もある｡

３. 報告書掲載統計表の数値は､ 表章単位未満を四捨五入した結果である｡ なお､ 四捨

五入の結果､ 表章単位に満たない場合は､ ｢0.0｣ と表示してある｡

４. ｢複数回答｣ の表示のある統計表は､ ２つ以上の複数回答のため百分比は合計する

と100.0を超える場合がある｡
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